
 
地域住宅計画の事後評価報告シート 

 
１.事後評価を実施した地域住宅計画 
① 計画の名称 松戸市地域（二期） 

② 都道府県名 千葉県 

③ 計画作成主体 松戸市 

④ 計画期間 平成２３年度 ～ ２７年度 

⑤ 計画の目標  

『安全で居住水準が確保された住まいづくりを実現する。』 

『地域の住環境向上に寄与する住まいづくりを実現する。』 

 

 

 

２.事後評価の内容 
⑥実施体制・時期 松戸市住宅政策課において評価を実施（平成２８年４月） 

⑦事後評価の結果  

指標①：「市営住宅の耐震化率の割合」 

定 義：市営住宅における耐震改修工事実績棟数の割合 

評価方法：耐震改修実施棟数／耐震改修の必要な棟数 

結 果：従前値:０％（２３年度）⇒目標値:１４％（２７年度）⇒実績値:１４％ 

結果の分析： 平成２５年度に横須賀住宅の耐震改修を実施し、目標を達成することが

できた。 

 

指標②：「ストック改善事業の割合」 

定 義：市営住宅における外壁改修工事実施の住宅の割合 

評価方法：実施棟数／全棟数 

結 果：従前値:６７％（２３年度）⇒目標値:７７％（２７年度）⇒実績値:７７％ 

結果の分析：平成２３年度に新松戸第二住宅、平成２４年度に三矢小台住宅１，２号棟、

の外壁改修を実施し、目標を達成することができた。 

 

指標③：「バリアフリー化住宅の割合」 

定 義：市営住宅におけるバリアフリー化された住宅の割合 

評価方法：エレベーターの設置 

結 果：従前値:５６％（２３年度）⇒目標値:５９％（２７年度）⇒実績値:５９％ 

結果の分析：平成２６年度に松戸新田第二住宅Ａ～Ｃ号棟のエレベーターの設置を実施

し、目標を達成することができた。 

 

 

 

 

⑧結果の公表方法 松戸市のホームページにて公表を行うとともに、窓口にて閲覧可とする。 

３．事後評価の結果を踏まえた今後の住宅施策の取組への反映等 
⑨今後の住宅施策

の取組への反映 
 

（事後評価の結果を踏まえ、次期地域住宅計画に反映すべき事項や目標を達成するための措

置等を記載。地域住宅協議会等において協議を行った場合はその旨を記載。） 

 

 既存市営住宅等のストックを有効活用するため、長寿命化に必要な改修等を

次の地域住宅計画に目標として掲げることとしている。 

⑩その他 （特記すべき事項があれば記載） 

 
※この事後評価は別添の地域住宅計画について行ったものである。 


